
 

 

＜でんさいネットのご利用の際の留意事項について 新旧対比表＞ 

 

 

改正後 現 行 

 

項目 ご注意いただきたいこと 

でんさい*3 の
発生 
（手形の振出

に相当） 

¾ でんさいを発生させる際の債権金額
は、1万円以上100億円未満です。なお、
債権金額は、1円単位で設定いただけま
す。 
¾ でんさいの支払期日（手形のサイト）
は、電子記録年月日（でんさいの発生

日）から起算して7銀行営業日経過した
日以降で10年後の応当日までの範囲で
設定いただけます。 

 
 

 

［ご参考１：説明に使用する用語］ 

項目 ご注意いただきたいこと 
*2 参加金融機
関 

全国の銀行、信用金庫、信用組合、農協系

統金融機関等、でんさいのサービスを提供

できる金融機関のことです。  

 

項目 ご注意いただきたいこと 

でんさい*3 の
発生 
（手形の振出

に相当） 

¾ でんさいを発生させる際の債権金額
は、1万円以上100億円未満です。なお、
債権金額は、1円単位で設定いただけま
す。 
¾ でんさいの支払期日（手形のサイト）
は、電子記録年月日（でんさいの発生

日）から起算して7銀行営業日経過した
日以降で 1 年後の応当日までの範囲で
設定いただけます。 

 
 

 

［ご参考１：説明に使用する用語］ 

項目 ご注意いただきたいこと 
*2 参加金融機
関 

全国の銀行、信用金庫、信用組合等、でん

さいのサービスを提供できる金融機関の

ことです。  

（平成28年4月18日） 

 



 

＜株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程細則 新旧対比表＞ 

 

 

改正後 現 行 
（発生記録の請求の方法等） 
第17条 規程第30条第1項に規定する発生記録の請求は、この
条に規定するところによりしなければならない。 
（第2項から第7項まで略） 
 
８ 規程第30条第2項第2号に規定する期間は、当該請求の日
（規程第30条第1項第9号に掲げる電子記録の日が指定され
た場合には、当該電子記録の日）から起算して7銀行営業日を
経過した日から10年後の応当日までの日とする。 
（第9項から第10項まで略） 
 
（債務者請求方式における請求の予約） 
第33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求にお
いて、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であっ
て、規程第30条第1項第9号または規程第31条第1項第7
号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、
遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の窓口金融機関を通じ
て当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。 
一 発生記録 
二 譲渡記録 
 
２ 前項の請求をした電子記録義務者および同項の通知を受け
た電子記録権利者は、次に掲げる場合を除き、同項の請求に
おいて指定された電子記録の日の前日（窓口金融機関と利用
者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合には
その日）まで、当該請求を取り消すことができる。 
一 発生記録の請求の予約に係る電子記録権利者により譲渡
記録の請求の予約がされている場合において、当該発生記録
の請求の予約を取り消す場合 
二 譲渡保証記録と併せてする譲渡記録の請求の予約がされ
ている場合において、当該譲渡記録の請求の予約のみを取り
消す場合 
（削除） 

（第3項から第5項まで略） 
 
 
 
（改正） 
第61条 この細則の改正は、取締役会長の監督のもと代表執行
役が行う。 
２ 前項の改正の効力は、代表執行役が定める日から生ずる。 
３ 改正内容および改正日は、当会社および参加金融機関のホー
ムページもしくは店頭で公表し、または利用者に通知するも
のとする。 

４ 改正日が到来した後（前項のホームページを閲覧することが
できない利用者については、前項の改正内容および改正日が
店頭で公表され、または当該利用者に通知された後）、利用
者が当会社を利用したときは、改正後の細則を承認したもの
とみなす。 
 
附  則（平成28年4月18日改正） 
 
（施行期日） 
第1条 この細則は、平成28年4月18日から施行する。 
 

（発生記録の請求の方法等） 
第17条 規程第30条第1項に規定する発生記録の請求は、この
条に規定するところによりしなければならない。 
（第2項から第7項まで略） 
 
８ 規程第30条第2項第2号に規定する期間は、当該請求の日
（規程第30条第1項第9号に掲げる電子記録の日が指定され
た場合には、当該電子記録の日）から起算して7銀行営業日を
経過した日から1年後の応当日までの日とする。 
（第9項から第10項まで略） 
 
（債務者請求方式における請求の予約） 
第33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求にお
いて、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であっ
て、規程第30条第1項第9号または規程第31条第1項第7
号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、
遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の窓口金融機関を通じ
て当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。 
一 発生記録 
二 譲渡記録 
 
２ 前項の請求をした電子記録義務者および同項の通知を受け
た電子記録権利者は、次に掲げる場合を除き、同項の請求に
おいて指定された電子記録の日の前日（窓口金融機関と利用
者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合には
その日）まで、当該請求を取り消すことができる。 
一 発生記録の請求の予約に係る電子記録権利者により譲渡
記録の請求の予約がされている場合において、当該発生記録
の請求の予約を取り消す場合 
二 譲渡保証記録と併せてする譲渡記録の請求の予約がされ
ている場合において、当該譲渡記録の請求の予約のみを取り
消す場合 
三 分割記録の請求と併せてする譲渡記録の電子記録権利者
が当該譲渡記録の請求の予約を取り消した場合において、当
該分割記録の請求を取り消す場合 

（第3項から第5項まで略） 
 
（改正） 
第61条 この細則の改正は、取締役会長の監督のもと代表執行
役が行う。 
２ 前項の改正の効力は、代表執行役が定める日から生ずる。 
（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 

（平成28年4月18日） 

 


